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市長への意見書の提出 

 
都市計画マスタープラン改定における環境保全と道路整備のあり方について 

 

日頃より小金井市環境市民会議（以下、環境市民会議）の活動に対し、小金井市から格段

のご配慮をいただきありがとうございます。 

さて、小金井市環境基本条例第 27条第２項「環境市民会議は、環境の保全等に関する施

策等について、市長に意見を述べることができる。」に基づき、都市計画マスタープラン改

定における環境保全と道路整備のあり方について、別紙の通り意見具申いたしますのでご

査収くださいますよう、お願い申し上げます。 

特に、国分寺崖線を横断する３・４・１号、３・４・１１号については、環境市民会議と

しても 2016年に東京都へ要望書（「都道３・４・１号と３・４・１１号の整備計画の中止を

求める要望書」）を提出しており、重ねての関係行政機関への意見書等の提出となります。 

趣旨をお汲み取りいただき、今後の市政に反映していただけますよう、何卒よろしくお願

い申し上げます。 

 

 

＜本意見に対する見解のご提示のお願い＞ 

  環境市民会議としては、微力ながら小金井市がこれまで以上にみどり豊かな自然環境

を次世代のために残し、脱炭素化などの取り組みで先端的な環境保護のまちとなるよう、

行政との協働を図りながら継続的かつ計画的に必要な諸活動に取り組んでいく所存です。 

このため、一定期間内に本意見書に対する市長のご見解をお示しいただきたく、お願い

申し上げます（ご多忙の折誠に恐縮ではございますが、提出日より 14日以内に意見書の

取扱い等、見解の方向性について、また、30 日以内を目途に文書にてご見解をお示しい

ただけましたら幸いです）。 

 

    

  



市長への意見 

 

都市計画マスタープラン改定における環境保全と道路整備のあり方について 

 

昨年 2020（令和２）年春から、小金井市では都市計画マスタープランの改定作業が進め

られています。2021（令和３）年３月現在、中間報告（案）について市民説明会開催（４回）

と、市民からのパブリックコメントの募集が進められております。 

 環境市民会議としては、都市計画マスタープラン改定の大きな節目となる中間報告（案）

における都市計画道路の扱いについて、長年、市民が中心となって守ってきた環境再生・保

全の努力を危うくしかねない内容を含んでいるため、重大な関心を持ってその推移を注視

しております。以下、都市計画マスタープラン改定における環境保全と道路整備のあり方に

ついて意見具申致します。 

 

（１）「水・緑・環境共生」を軸としたまちづくりの推進（関係機関への働きかけの必要性） 

都市計画マスタープランと並行して策定されている上位計画である小金井市第５次

基本構想（しあわせプラン）（案）では、自然財産である「いかそうみどり」（将来像の

キーワード）が大前提となっています。 

都市計画マスタープラン中間報告（案）（１２ページ）でも、まちづくりに求められ

るものとして、「水・緑・環境共生」が大きな柱として取り上げられています。 

小項目としては 

「小金井市の特徴的な水・緑が身近にある風景の保全と形成の推進」 

「良好な景観形成に向けた取り組みの推進」 

「国分寺崖線（はけ）及び野川の連続したみどりの保全」 

 

などです。これらは「緑の基本計画」に沿うものであり、環境市民会議としても歓迎し

ます。 

 

（２）矛盾する道路整方針の示し方 

一方で、道路・交通では「広域幹線道路や幹線道路の計画的な整備推進による道路ネ

ットワークの形成」を掲げています。中間報告（案）（１９ページ）では、都市計画道

路の整備について２つの考えが示されています。 

【都市計画道路の整備】に関する記述 

・ 東京都と連携して、地域のまちづくりの特性、整備済み着手路線との連続性、道路

ネットワークの形成、自然環境及び景観などの保全を勘案して、道路整備を計画的

に進めます。 



（中略） 

・ なお、社会経済情勢及び地域のまちづくりの変化などを踏まえ、必要に応じて今

後の方針を検討します。 

  

「計画的に推進」と「必要に応じて今後の方針を検討する」との立場を併記していま

すが、これはどちらにも読める表現で、「矛盾」があると考えます。また、「必要に応じ

て」では、どのようなときにどのような手続きで方針変更を検討するのかが不明です。

人口減少、自動車保有台数の減少等によるコンパクトなまちづくり、地域の環境意識に

対する志向性がますます高まっており、SDG‘ｓをはじめとする持続可能なまちづくり

が社会全体で進められている現在が、まさに「社会経済情勢及び地域のまちづくりの変

動期」であり、既存の都市計画道路の見直しを検討する必要があると考えます。 

 

（３）景観・生態系などへの影響を懸念 

環境市民会議としては、特に小金井市の「２大環境ベルト（帯）」である玉川上水沿

いと、国分寺崖線・野川・武蔵野公園沿いの景観と生態系などに対する都市計画道路の

整備が与える影響を無視できないものと考えます。 

＜景観・生態系などへの影響が懸念される記述＞ 

（Ａ）五日市街道（３・１・６号）を「広域幹線道路」と位置づけ、都に整備推進を

要望していること 

（Ｂ）国分寺崖線を通る３・４・１号と３・４・１１号の現有道路のない区間を「幹

線道路」と位置づけ、道路整備を計画的に進めるとしていること 

 

（Ａ）五日市街道（３・１・６号）の拡幅について 

五日市街道については、「水・緑・環境共生の方針」（ｐ21）において「玉川上水の一

部は、武蔵野の野趣に富んだ自然的景観及びこれと一体となった史跡、名勝などがある

ことから、風致地区としての景観を維持します。」に配慮した道路整備が求められます。 

玉川上水沿いの樹木の保全が問題となりましたが、市民との十分な対話・合意形成が

ないまま桜以外のケヤキなどの樹木がすべて伐採されてしまいました。今後も、市民へ

の事前の情報開示や対話がないままの状態で都に対して整備推進を要望されるのは問

題があると考えます。 

計画幅員４５～４９メートルの車幅は、沿道の景観や残された桜の保全にも多大な

影響を及ぼすことが懸念されます。 

（Ｂ）３・４・１１号と３・４・１号（現有道路なし）について 

野川・はけ・湿地帯という都民・市民にとって「宝の核心部分」を破壊する計画であ

り、東京都のど真ん中にある武蔵野の豊かな環境、自然景観のシンボルが破壊されるこ

とを強く懸念します。 



この２路線は「道路整備を計画的に進め」ることではなく、今が「必要に応じて今後

の方針を検討」すべきときと考えます。３・４・１１号と３・４・１号について、環境

市民会議としては、この場で改めて計画自体に強く反対し、都市計画変更・廃止による

整備の中止を求めます。 

（参考：環境市民会議は２０１６年にも、東京都都市整備局に対し、「都道３・４・１

号と３・４・１１号の整備計画の中止を求める要望書」を提出しています） 

 

（４）口約束の苦い経験を繰り返さない 

上述した矛盾する整備方針のまま都市計画マスタープラン中間報告（案）19 ページ

のように広域幹線道路３・１・６号（五日市街道）の拡幅、幹線道路として都市計画道

路３・４・１号と３・４・１１号を含む１１路線の整備を列挙すると、東京都は「地元

が都市計画マスタープランで推進を要望している」のだからと、これらの路線をこれま

で以上に整備に向けて推進する事態を誘発することが想定されます。 

こうした懸念は決して杞憂ではありません。 

現行の都市計画マスタープランの策定時にも、道路・交通の方針としてこれら路線の

整備が記載されることへの懸念が策定委員より示されましたが、「実際の整備は難しい

だろう」という行政側の声の下、記載することを「容認」してしまったという苦い経験

があります。結局、都市計画マスタープランに書き込まれたことで、東京都が第４次事

業化に盛り込む事態を招いたと考えます。 

 

以上を踏まえ、意見の要点を記します。 

環境市民会議から市長への意見要点 

① 道路整備方針について 

「計画的に推進」と「必要に応じて今後の方針を検討する」という、「矛盾」した整備

方針を併記せず、「地域のまちづくりの特性を勘案するとともに、社会経済環境情勢の

変化を踏まえてこれまで以上に自然環境及び景観などの保全を重視した道路整備へと

既存計画の変更を図りながら進めます。」等と記載すべきである。 

② 都市計画道路３・１・６号【五日市街道】について 

「東京都へ、玉川上水周辺でこれまでに培われてきた、武蔵野の野趣に富んだ自然的景

観・環境・生態系への影響を最小限にするとともに、住民との十分な対話・補償を前提

とした整備を要望」に変更すべきである。 

③ 都市計画道路３・４・１号、３・４・１１号について 

「東京都へ、国分寺崖線景観基本軸の景観形成方針にも示されているように国分寺崖線

の連続した緑の景観の形成等、崖線の景観・環境保全のため、計画の見直し要望」を明

記すべきである。 



 

小金井は都心から 30分の環境でホタルをみることができる数少ない優れた環境を備えて

います。 

武蔵野公園は野川の流れを挟み、野川公園や国際基督教大学の森と隣接し、一帯となって

都市近郊において稀有の広さで自然的景観を育んできています。この親愛なる故郷は都民・

市民の幸せ豊かな日々の暮らしを支え、とても大勢の老若男女が野外遊びや学びに訪れ、慈

しみ楽しんでいます。 

国分寺崖線とその周辺の自然的景観および環境は、小金井市行政と小金井市民が将来の

ためにも責任をもって大切にしなければならない場所です。 

 

以上 
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